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２

３
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２
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ｽ
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６

年
度

14
,7

00

平
成

２
７
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８
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９
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０
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％
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５
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0
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６
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４
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５
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．
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．
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．
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５
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０
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．
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３
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２
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５

．
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．
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．
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績
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0
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0
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５
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．
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．
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．
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．
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．
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．
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（R6.12月末現在）

（実践コース：分野別・年齢別）

令和６年度求職者支援訓練（大阪）の受講者割合

（年齢層別・コース別）

（分野別）

・訓練全体では25～29歳の年齢層が19.7％と最も高い受講者比率となっており、基礎コースでは50～54歳、実践コースでは25～29歳の
年齢層の受講者割合が他の年齢層と比べて高くなっている。
・実践コースを分野別にみると、事務系分野ではおおよそ幅広い年齢層で受講しているが、ＩＴ、美容関連分野では20歳代以下の若年層
が5割以上、デザイン･クリエート分野では約4割を占め、介護・医療・福祉分野では50歳以上の高年齢層が5割以上を占めている。
・男女比率では、全体の75.6％（基礎コース80.5％、実践コース75.3％）が女性の受講者となっている。女性比率は前年度比で0.3ポイント
増加しており、令和３年度の69.3％から増加傾向にあるといえる。また、分野別ではＩＴ分野の女性比率が低く、38.1％となっている。

1.0% 13.7% 19.7% 12.9% 10.8% 9.3% 9.6% 10.8% 6.5% 4.4% 1.4%0.0%

2.5%
5.0%
7.5%

10.0%
12.5%
15.0%

17.5%
20.0%
22.5%

25.0%

20 歳未満 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65 歳以上

1.2%

14.7%

24.0%

15.2%
12.8%

8.6% 7.0% 8.0%
4.9% 3.0%

0.7%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0% デザイン分野
クリエート（企画・創作）分野

受講者数 900
女性比率 76.0%

0.5%

10.5%

16.7%
13.9%

12.1%
10.5%

12.9%12.9%

5.0% 4.3%

0.7%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0% 営業・販売・事務分野
医療事務分野

受講者数 906
女性比率 88.6%

0.4%

20.5%

32.2%

20.5%

8.7% 6.3% 5.2%
1.7% 2.2% 1.5% 0.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0% ＩＴ分野
受講者数 459
女性比率 38.1%

0.9%
4.2%

6.9% 5.5% 6.9%
9.1%

13.1%

21.3%

15.3%
11.3%

5.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0% 介護・医療・福祉分野
受講者数 451
女性比率 67.2%

2.6%

29.1%
25.2%

10.7% 9.1% 7.4% 6.8% 4.9% 3.6%
0.6% 0.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0% 理容・美容関連分野
受講者数 309
女性比率 99.0%

0.0%

6.6%

17.2%

9.1%

18.2%

14.6%

10.1%11.1%

7.6%
4.5%

1.0%
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0% 建設関連分野
その他の分野

受講者数 198
女性比率 79.3%

基礎コース
5.8%

デザイン分野
25.8%

営業・販売・事務分野
21.5%

介護・医療・福祉分野
13.2%

ＩＴ分野
13.4%

理容・美容
関連分野

9.0%

医療事務分野 5.0%
建設関連分野 4.4%

クリエート（企画・創作）分野 0.5%
その他の分野 1.4%

受講者０の分野
・農業分野 ・旅行・観光分野

・輸送サービス分野
・電機関連分野

実践コース

・エコ分野 ・金属関連分野

女性
80.5%

男性…

基礎コース

200 女性
75.3%

男性
24.7%

実践コース

3,223
女性

75.6%

男性
24.4%

合計

受講者数
3,423

1.0%

13.0%

9.5%
7.5% 8.5%

11.5% 11.5%

15.0%
13.0%

8.0%

1.5%
1.0%

13.7%

20.4%

13.2%
11.0%

9.2% 9.5%
10.5%

6.1%
4.2%

1.4%

基礎コース
実践コース

20 歳代以下 割合 34.4% 30 歳代 23.7% 40 歳代 18.9% 50 歳代 17.2% 60 歳代以上 5.8%
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２
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大阪府立高等職業技術専門校　令和６年度入校者状況（R６年12月末現在）

■北大阪校

科目名 入校月 期間 課程 定員 応募者数 入校者数 就職率 分野

３Dモデルクラフト科 4月 1年 普通 20 8 6 - 機械関連分野

ICTプログラミング科 4月 1年 普通 30 22 19 - 電気関連分野

建築設計科 4月 1年 普通 25 24 17 - 建設関連分野

建築インテリア科 4月 1年 普通 25 2 1 - 建設関連分野

建築設備科 4月 1年 普通 25 11 8 - 建設関連分野

ロボテックオートメーション科 10月 1年 普通 25 7 7 - 電気関連分野

150 74 58 -

■東大阪校

科目名 入校月 期間 課程 定員 応募者数 入校者数 就職率 分野

プロダクトサポート科 4月 1年 短期 20 5 4 - 機械関連分野

ものづくり金属科 4月 1年 短期 25 15 14 - 金属関連分野

電気工事科 4月 1年 短期 25 18 14 - 電気関連分野

4月 6月 短期 30 14 12 - 機械関連分野

10月 6月 短期 30 21 18 - 機械関連分野

4月 6月 短期 25 29 24 -

10月 6月 短期 25 35 25 -

180 137 111 -

■南大阪校

科目名 入校月 期間 課程 定員 応募者数 入校者数 就職率 分野

自動車・車体整備科 4月 2年 普通 30 22 11 - 機械関連分野

電気主任技術科 4月 2年 普通 30 42 27 - 電気関連分野

情報通信科 4月 1年 普通 30 16 14 - 電気関連分野

Webプログラミング科 4月 1年 普通 30 17 13 - IT分野

化学ビジネス科 4月 1年 普通 20 9 8 - その他分野

空調設備科 10月 6月 短期 20 19 14 - 機械関連分野

160 125 87 -

■夕陽丘校

科目名 入校月 期間 課程 定員 応募者数 入校者数 就職率 分野

4月 6月 短期 25 25 19 - 建設関連分野

10月 6月 短期 25 27 22 - 建設関連分野

4月 6月 短期 25 48 25 -

10月 6月 短期 25 52 25 -

4月 6月 短期 25 19 10 -

10月 6月 短期 25 13 9 -

150 184 110 -

建築内装ＣＡＤ科

ビル設備管理科 その他分野

ビルクリーニング管理科 その他分野

計

計

機械CADデザイン科

ビル管理科 その他分野

計

計
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コース 定員 コース 定員 申込者数 受講者数 修了者数 受講率

北大阪校 12 117 8 80 74 56 52 70.0%

東大阪校 21 210 16 165 180 133 110 80.6%

南大阪校 22 246 16 166 186 115 108 69.3%

夕陽丘校 32 378 25 292 367 229 186 78.4%

障害者校 14 90 14 90 83 66 59 73.3%

小計 101 1,041 79 793 890 599 515 75.5%

コース 定員 コース 定員 申込者数 受講者数 修了者数 受講率

北大阪校 22 245 20 208 208 208 159 100.0%

東大阪校 14 186 10 110 110 110 101 100.0%

南大阪校 6 126 4 63 63 63 59 100.0%

夕陽丘校 2 20

障害者校 1 7

小計 45 584 34 381 381 381 319 100.0%

コース 定員 コース 定員 申込者数 受講者数 修了者数 受講率

北大阪校 34 362 28 288 282 264 211 91.7%

東大阪校 35 396 26 275 290 243 211 88.4%

南大阪校 28 372 20 229 249 178 167 77.7%

夕陽丘校 34 398 25 292 367 229 186 78.4%

障害者校 15 97 14 90 83 66 59 73.3%

合計 146 1,625 113 1,174 1,271 980 834 83.5%

コース 定員 コース 定員 申込者数 受講者数 修了者数 受講率

北大阪校 3 30 2 20 15 10 10 50.0%

東大阪校 2 20 2 20 38 18 11 90.0%

南大阪校 11 111 7 71 115 60 53 84.5%

夕陽丘校 2 20 2 20 20 14 8 70.0%

障害者校

計 18 181 13 131 188 102 82 77.9%

校名
年間計画 実施済

３　テクノ講座合計（レディメイド講座＋オーダーメイド講座）

校名
年間計画 実施済

※　テクノ講座の内、DX分野（情報系講座）

大阪府立高等職業技術専門校等　令和6年度　在職者訓練（テクノ講座）実施状況

令和6年12月末現在

１　レディメイド講座

校名
年間計画 実施済

２　オーダーメイド講座

校名
年間計画 実施済
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[関西職業能力開発促進センター]
充足率

コース数 定員 訓練時間 申込者数 受講者数 （受講者/定員)

187 2,290 3,183 2,267 1,944 84.9%

オーダー型コース
実施状況（内数）

39 461 683 463 461 100.0%

215 2,152 3,200 2,232 1,863 86.6%

オーダー型コース
実施状況（内数）

40 343 530 343 343 100.0%

402 4,442 6,383 4,499 3,807 85.7%

オーダー型コース
実施状況内数合計 79 804 1,213 806 804 100.0%

　
[近畿職業能力開発大学校]

充足率

コース数 定員 訓練時間 申込者数 受講者数 （受講者/定員)

54 615 767 416 396 64.4%

オーダー型コース
実施状況（内数）

19 160 262 160 160 100.0%

45 573 689 473 472 82.4%

オーダー型コース
実施状況（内数）

28 435 494 435 430 98.9%

15 175 186 110 104 59.4%

オーダー型コース
実施状況（内数）

3 55 36 55 54 98.2%

114 1,363 1,642 999 972 71.3%

オーダー型コース
実施状況内数合計 50 650 792 650 644 99.1%

合計

令和6年度　在職者訓練実施状況

区　　　分
実施

機械系

電気・電子系

居住系

区　　　分
実施

機械系

電気・電子系

合計

令和6年12月末現在
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令和6年12月末現在

［近畿職業能力開発大学校］

○専門課程（令和6年4月入校生）
訓練科名 期間 定員 応募者数 入校者数

生産技術科 ２年 25 24 22(0)

電気エネルギー制御科 ２年 25 35 21(1)

電子情報技術科 ２年 25 28 20(1)

住居環境科 ２年 20 37 22(1)

95 124 85(3)
女性数
（　　）

○応用課程（令和6年4月入校生）
訓練科名 期間 定員 応募者数 入校者数

生産機械システム技術科 ２年 25 25 24(2)

生産電気システム技術科 ２年 20 21 20(1)

生産電子情報システム技術科 ２年 30 34 30(0)

建築施工システム技術科 ２年 25 30 25(3)

100 110 99(6)
女性数
（　　）

○専門課程活用型デュアルシステム
訓練科名 期間 定員 応募者数 入校者数

メカトロニクス技術科 ２年 10 2 2(1)
女性数
（　　）

※令和6年7月入校生

[関西職業能力開発促進センター大阪港湾労働分所]

定　員

30

女性数（　　）

令和6年度　港湾労働者訓練実施状況

　港湾荷役科 1年 17（0）

訓練科名 期　間 入所者数 就職率

令和6年度　専門・応用課程実施状況

計

備　考

計
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大阪府地域職業訓練実施計画（案） 

【資料２－（1）】 
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（案） 

 

令和７年度大阪府地域職業訓練実施計画 

 

  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

   大 阪 労 働 局 

 大 阪 府 

独 立 行 政 法 人 高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 

雇 用 支 援 機 構 大 阪 支 部 

 

第１ 総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位の向

上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者の適応性を

増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行う必要がある。 

そのためには、国及び大阪府が職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）第 16条第１項

の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）におい

て実施する職業訓練（能開法第 15 条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓

練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者

の就職の支援に関する法律第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下

「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十分な職業能力開発の機会を確

保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や訓練内容等を

明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）の実施を

通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、大阪労働局、公共職業安定所（以下「ハ

ローワーク」という）、大阪府及び地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的且つ効果的な

公的職業訓練の実施を図るものとする。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

 

第２ 労働市場の動向と課題等 

１ 労働市場の動向と課題 

大阪府における雇用失業情勢は、令和６年 12 月の有効求人倍率が 1.24 倍と「現下の雇用失業情

勢は、改善の動きが弱まっている」状況にある。 

国レベルにおいては、生産年齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、社会全体での有効な

人材活用が必要となっており、そのためには、働く方々の意欲と能力に応じた多様な働き方を可能

とし、賃金上昇の好循環を実現していくことが重要である。 

また、中長期的にみると、少子化による労働供給制約という課題を抱えている。 

加えて、デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以下「Ｄ

Ｘ等」という）の進展といった大きな変革を受けて、中小企業等の着実な事業展開、生産性や技能・

技術の向上のために必要とされる人材の確保、育成が求められているが、企業規模等によってはＤ

Ｘ等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要な状況にある。 

大阪府においては、女性の就業率が全国と比較して低く女性の就業が進んでいないことや、就職

氷河期世代を含む不安定な就労を繰り返し就職に支援が必要な中高年世代（以下「中高年世代」と

いう。）をはじめ、希望する就職が実現できず、不本意ながら不安定な仕事についている非正規雇
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用労働者など、女性・若者・中高年世代・非正規雇用労働者の就業を促進していくことが重要な課

題となっている。 

また、デジタル田園都市国家構想総合戦略に基づくデジタル人材の育成、製造、建設、介護医療

福祉分野等人材不足が深刻な分野における人材確保がより一層重要となっている。 

さらに、インバウンド需要に対応した、人材確保も喫緊の課題となっている。 

   これらの課題解決や持続的な経済成長の実現していくためには、多様な人材が活躍できるような

環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要であり、そのためには、職業能力開発への投

資を推進していくことが重要である。 

 

２ 令和６年度における公的職業訓練をめぐる状況 

令和６年度の新規求職者は令和６年 11 月末現在で 213,111 人（対前年同期比▲1.1％）であり、

そのうち特定求職者に該当する可能性のある者の数は 90,054 人（対前年同期比＋1.0％）、雇用保

険受給者は 72,801 人（対前年同期比▲3.0％）となっている。 

（１）令和６年度の職業訓練の受講者数は次のとおり（令和６年 12月末現在）。 

・公共職業訓練（施設内／離職者訓練） 575 人 

  大阪府 217 人、関西職業能力開発促進センター 358 人 

・公共職業訓練（委託訓練／離職者訓練／大阪府） 2,275 人 

離職者等再就職訓練 1,988 人 

企業実習付き訓練 287 人 

・公共職業訓練（在職者訓練） 5,759 人 

大阪府 980 人、関西職業能力開発促進センター 3,807 人、近畿職業能力開発大学校 972 人 

・公共職業訓練（学卒者訓練） 521 人 

大阪府 149 人、近畿職業能力開発大学校 355 人 大阪港湾労働分所 17 人 

・障がい者等に対する公共職業訓練(施設内/大阪府) 256 人 

・障がい者の多様なニーズに対応した委託訓練（短期委託訓練／大阪府） 93 人 

・求職者支援訓練 3,423 人 

（２）令和６年度の職業訓練の就職率は次のとおり。 

・公共職業訓練（離職者訓練）※1       施設内訓練 大阪府 94.5％ 

                      関西職業能力開発促進センター 88.7％ 
※2      委託訓練            81.8％ 

・求職者支援訓練       ※3  基礎コース  60.0％ 

実践コース   72.1％ 

※1 令和６年 12月末現在 

※2 令和６年８月末までに終了した訓練の就職率で令和５年度に実施した訓練を含む。 

※3 令和６年４月から７月末までの訓練修了者等の訓練修了後３ヶ月の雇用保険適用 

就職率 

 

 

第３ 令和７年度の公的職業訓練の実施方針 

離職者等を対象とする公的職業訓練については、大阪・関西万博などのインバウンド需要も踏まえ、

デジタル分野等成長が見込まれる分野、製造、建設、介護医療福祉分野等人材不足が深刻な分野にお

ける人材育成に重点を置き、訓練コースを設定する。また、「中高年世代の者」、「ひとり親家庭の

父母」、「若年者」、「障がい者」、「高年齢者」等の人材育成に資する訓練を実施する。さらに、

多様な事情を抱える求職者等が、生活との調和を保ちつつ職業訓練を受講できるよう実施期間・時間

に配慮した訓練コース、オンラインを活用した訓練コース（ｅラーニング含む。）、託児サービス付

き訓練コースの設定を推進する。 

 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１）施設内訓練に係る実施規模と分野 

・大阪府は、7科目、325 人（障がい者向け訓練を除く）の定員で実施する。 
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・訓練受講者の就職率は 80％を目指す。 

・府立高等職業技術専門校は、15 歳以上の離職者を対象に訓練期間 6か月以上の訓練を実施す

る。 

校  名 定 員 科 目 名 

東大阪高等職業技術専門校 135 人 電気工事科、機械ＣＡＤデザイン科、ビル管理科 

南大阪高等職業技術専門校 40 人 空調設備科 

夕陽丘高等職業技術専門校 150 人 
ビル設備管理科、ビルクリーニング管理科 

建築内装ＣＡＤ科 

合  計 325 人 7 科目 

   ⅰ 一人親家庭と高年齢者層を支援するため、「ひとり親家庭の親優先枠」（年間 58人）を設

定【東大阪校、南大阪校、夕陽丘校】 

ⅱ 高年齢者層を支援するため、「高年齢者優先枠」（年間 40人）を設定【夕陽丘校】 

ⅲ 中高年世代の者を支援するため、「特定世代の優先枠」（年間５人）を設定【東大阪校】 

 

・（独)高齢･障害･求職者雇用支援機構大阪支部では、14科目、576 人の定員で実施する。 

・訓練受講者の就職率は 82.5％を目指す。 

校  名 定 員 科 目 名 

関西職業能力開発促進センタ

ー 
576 人 

ＣＡＤ／ＣＡＭ技術科、メカニカルデザイン科、

同（橋渡し訓練）、ＣＡＤ・ＮＣ技術科、同（短

期デュアル）、ものづくりサポート技術科、メタ

ルワーク科、電気設備技術科、ＩｏＴシステム開

発科、ＩＣＴエンジニア科、同（短期デュアル）、

同（橋渡し訓練)、ものづくりロボット技術科、

同（橋渡し訓練) 

合  計 576 人 １４科目 

ⅰ 子育て中の方等の訓練受講を容易にするために全ての科目で託児サービスを提供 

ⅱ IT リテラシーに関する学科を全ての科目に導入 

 

（２）委託訓練に係る実施規模と分野 

・大阪府は、217 コース、5,194 人の定員で実施する。 

・訓練受講者の就職率は 80％を目指す。 

訓練種別 コース数 定 員 主な訓練科目 

離職者等再就職訓練 192 4,694 人 

Ｗｅｂデザイン+プログラミング基礎

科（４か月） 

介護職員初任者養成研修科（2か月） 

保育士養成コース（2年) 

医療事務+ＯＡ基礎科（３か月） 

日本語教師養成科（5か月） 

経理事務実践科（4か月) 

トラベルビジネス実践科（３か月） 

建設業経理士＋賃貸不動産経営ビジネ

ス科（４か月）他 

離職者等再就職訓練 

（企業実習付） 
25 500 人 

グラフィックデザイン実践科（4 か

月） 

データサイエンス基礎実践科（5 か

月） 

経理事務エキスパート実践科（5 か

月) 
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ＡＩプログラマー基礎実践科（5 か

月） 

等 

合  計 217 ｺｰｽ 5,194 人  

ⅰ 子育て中の方等を支援するため、離職者等再就職訓練のうち知識等習得コース及び企業実

習付きコースの全 205 コースに「ひとり親家庭の父母優先枠」を設定（優先枠 975 人）、

託児サービス付きのコースを設定（未定コース） 

ⅱ 子育て中の方等に配慮した短時間訓練コースを設定（40人）  

ⅲ 能力開発機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象に、国家資格等の高い職業能力

の習得により、正社員就職を目指す「長期高度人材育成コース」の継続（159人） 
 

（３）求職者支援訓練に係る実施規模と分野 

・令和７年度においては、引き続き、非正規雇用労働者や自営廃業者等の雇用保険の基本手当

を受けることができない者に対する雇用のセーフティネットとしての機能が果たせるよう、

訓練認定規模 6,679 人を上限とする。基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）を全体

の 13％、実践的能力を習得する職業訓練（実践コース）を全体の 87％設定する。 

  なお、実践コース全体のうち、デジタル分野を 36％、介護医療福祉分野を 19％設定する。 

・訓練修了者の雇用保険適用就職率は、基礎コースで 58％、実践コースで 63％を目指す。 

  認定上限値    （占有率） 

 基礎コース計 900 人 （13%） 

 実践コース計   5,779 人 （87%) 

 

 

 

 

 

デジタル 2,100 人 

 
（ＩＴ） （1,100 人）  

（ＷＥＢデザイン系） （1,000 人）  

介護福祉 1,100 人  

営業・販売・事務  1,260 人  

医療事務 360 人  

クリエート・デザイン(WEB 系除く)  200 人  

理美容   240 人  

その他 519 人   

計  6,679 人  

・これまで公的職業訓練の実施機会が少なかった地域（大阪市地域以外）での訓練機会を確保

するため、基礎コースの計画数の一部に「地域ニーズ枠」を設ける。 

・子育て中や介護中や在職中の求職者の訓練受講機会確保のための職業訓練コースの設定や、

人材不足分野とされている分野・職種についても、地域における産業の動向や求人ニーズを

踏まえたものとする。 

・新規参入枠については、上記訓練認定規模に対して下記割合を上限に認定する。 

基礎コース 30％ 

実践コース 10％ 

注 地域職業訓練実施計画で定めたコース別・分野別の訓練実施規模を基本に認定する。 

申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、 

（ア）新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから認定する。 

（イ）実績枠については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認

         定する。 

- 26 -



- 5 - 

 

・大阪府地域においては、1か月ごとに求職者支援訓練を認定する。認定単位期間ごとの具体

的な定員及び認定申請受付期間については、大阪労働局及び(独)高齢・障害・求職者雇用支

援機構大阪支部のホームページで周知する。 

・訓練実施機関が申請書提出期間内に申請できる件数は、基礎コースと実践コース

を合わせて３コースを上限とし、且つ、同一の種類（基礎コース又は実践コース

）で同一の分野を申請できる件数は１コースを上限とする（基礎コース「02ＩＴ

分野」１コースと実践コース「02ＩＴ分野」１コースの計２コースの申請は、基

礎コースと実践コースで別となるため申請は可）。 

・訓練 1 コースの定員上限を 25 人とする。 

  なお、各分野とも、地域ニーズ枠、新規参入枠、実績枠の上限を超える定員で

は申請できないこと。 

・e ラーニングコースの認定数は、各月とも 1 コースを上限とする。 

・第 2 四半期以降においては、定員数が少なかった場合の繰越し分及び中止となっ

たコースの繰越し分について、基礎コースと実践コース間の振替を可能とする。 

 

２ 在職者に対する公共職業訓練 

在職者を対象に、機械･電気･ビジネス能力などのキャリアアップのための訓練を実施する。 

・大阪府は、100 コース、1,111 人の定員で実施する。 

校  名 コース数 定 員 科 目 名 

北大阪高等職業技術専門校 14 137 人 

給排水設備の基本計画、実習で学ぶＰ

ＬＣシーケンス制御の基本、建築パー

ス入門、 

プログラミングの初歩等 

夕陽丘高等職業技術専門校 31 368 人 

はじめて学ぶ建築ＣＡＤ、労務管理業

務の基礎、ビル清掃実務等 

東大阪高等職業技術専門校 21 210 人 

機械ＣＡＤ入門、第二種電気工事士受

験対策、マシニングセンタプログラ

ム、基礎から学ぶ機械図面の読み方・

描き方等 

南大阪高等職業技術専門校 34 396 人 

第三種冷凍機械責任者受験対策、電気

基礎知識、パソコン情報セキュリティ

入門、低圧電気取扱業務特別教育等 

合  計 100 ｺｰｽ 1,111 人  

 

・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部は、559 コース、7,019 人の定員で実施する。 

校  名 コース数 定 員 科 目 名 

関西職業能力開発促進センタ

ー 
446 5,052 人 

メカトロニクス技術科､産業機械科、

制御技術科、生産技術科、電子情報技

術科、電気技術科、電子技術科、電気

エネルギー制御科、建築設備科 
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近畿職業能力開発大学校 113 1,967 人 

建築科、住居環境科、生産技術科、電

気エネルギー制御科、電子情報技術

科、 

情報技術科 

合  計 559 ｺｰｽ 7,019 人  

   ⅰ 上記計画以外に生産性向上支援訓練（定員 2,550 人）を計画し、ＤＸ人材育成の推進に寄与

する技能・知識等を習得するための訓練コースの設定を推進【関西職業能力開発促進センタ

ー】 

 

・大阪府は、障がい者向けの在職者訓練を、14コース、90 人の定員で実施する。 

校  名 コース数 定 員 科 目 名 

大阪障害者職業能力開発校 14 90 人 
オフィス入門、プログラミング基礎、

機械ＣＡＤ基礎 

合  計 14 ｺｰｽ 90 人  

 

３ 学卒者に対する公共職業訓練 

18 歳以上の若者を主な対象に、ものづくり分野等の人材を育成するための施設内訓練を実施する。 

・大阪府は、13 科目、335 人の定員で実施する。 

・訓練受講者の就職率は 90％を目指す。 

校  名 定 員 科 目 名 

北大阪高等職業技術専門校 150 人 

３Ｄモデルクラフト科、ロボテックオートメー

ション科、ＩＣＴプログラミング科、建築設計

科、建築設備科、建築インテリア科 

東大阪高等職業技術専門校 45 人 ものづくり金属科、プロダクトサポート科 

南大阪高等職業技術専門校 140 人 
自動車総合技術科、情報通信科、Ｗｅｂプログラ

ミング科、電気主任技術科、化学ビジネス科 

合  計 335 人 13 科目 

   ⅰ 一人親家庭を支援するため、「ひとり親家庭の親優先枠」（年間２人）を設定【南大阪校】 

ⅱ 中高年齢層の者を支援するため、「特定世代の優先枠」（年間 16 人）を設定【北大阪校、

南大阪校】 

ⅲ 若年者を支援するため、「新規中学校卒業者の優先枠」（年間 15人）を設定【東大阪校】 

 

・(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部は、10科目、440 人の定員で実施する。 

・訓練受講者の就職率は 95％を目指す。 

校  名 定 員 科 目 名 

近畿職業能力開発大学校 410 人 

生産技術科、生産機械システム技術科、電気エネ

ルギー制御科、生産電気システム技術科、電子情

報技術科、生産電子情報システム技術科、住居環

境科、建築施工システム技術科、メカトロニクス

技術科 

関西職業能力開発促進センタ

ー 大阪港湾労働分所 
30 人 港湾荷役科 
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合  計 440 人 10 科目 

 

４ 障がい者等に対する公共職業訓練 

 （１）施設内訓練に係る実施規模と分野 

  ・大阪府は、25 科目、298 人の定員で実施する。 

・訓練受講者の就職率は 80％を目指す。 

校  名 定 員 科 目 名 

北大阪高等職業技術専門校 20 人 ワークトレーニング科 

夕陽丘高等職業技術専門校 30 人 
ワークアシスト科、キャリアスキルアップ科、ジ

ョブスキルアップ科 

大阪障害者職業能力開発校 115 人 

ＣＡＤ技術科、ＯＡビジネス科、Ｗｅｂデザイン

科、オフィス実践科、ワークサービス科、職域開

拓科、Ｊｏｂチャレンジ科 

大阪障害者職業能力開発校 

障害者特別委託訓練 
133 人 

ビジネス科、情報処理科、オフィス実務科、ビジ

ネスパートナー科、ワーキングスキル科、ワーク

アドバンスト科、ジョブ・コミュニケーション科、

ＩＣＴテレワーク科、ＯＡ実務科、実務作業科、

総合流通科、パン・菓子製造科、園芸科、グリー

ンハーベスト科 

合  計 298 人 25 科目 

 

（２） 委託訓練に係る実施規模と分野 

・大阪府は、188 人の定員で実施する。 

・訓練受講者の就職率は 55％を目指す。 

訓練種別 定 員 訓練月数 

知識・技能習得訓練コース 

（集合訓練） 
19 人 ３か月 

知識・技能習得訓練コース 

（日本版デュアルシステム） 
24 人 ４か月 

実践能力習得訓練コース 55 人 １か月 

ｅ－ラーニングコース 15 人 ３か月 

支援学校等早期訓練 25 人 １か月 

在職者訓練コース 50 人 ３か月以内 

合  計 188 人  

 

 

第５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

１ 関係機関との連携 ～大阪府内における資源をフル活用～ 

大阪労働局、大阪府、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部、有識者、産業界、職業訓

練機関等が連携し、大阪府内における職業訓練ニーズに応じた訓練を総合的かつ一体的に企画立案、

実施するとともに、職業訓練実施機関とハローワーク、OSAKA しごとフィールド等の就業支援機関が

連携し、訓練から就職までを一貫して支援する。 

また、訓練修了者歓迎求人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得

することができるスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

 

２ 公的職業訓練の受講者の能力及び適性に応じた公的職業訓練の実施 

   ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングなど、労働者のキャリア形成に資する情報

提供及び相談援助を行い、公的職業訓練の受講者の能力及び適性に応じた公的職業訓練を実施する

ものとする。 

   また、ハローワークの職員向けに職業訓練実施機関及び訓練コースの説明会等を開催し、適確な
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受講あっせんに必要となる情報の共有に取り組む。 

    

３ 公的職業訓練の周知・広報の実施 

公的職業訓練の愛称・キャッチフレーズ「ハロートレーニング～急がば学べ～」やロゴマーク「ハ

ロトレくん」「とれゴン」を使用し、公的職業訓練について広く求職者に周知するため、大阪労働

局、大阪府、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部が連携し、以下の事項に取り組む。 

（１）訓練コース周知用冊子、ポスター等を作成、府内関連施設等へ配布し、広く制度の周知を行う。

また、ハローワークにおいて、公的職業訓練が有効と見込まれる者（生活困窮者、ひとり親等）

に的確な誘導が図られるよう引き続き取り組む。 

（２）職業能力開発機会を必要とする求職者を適切に誘導するため、大阪府立高等職業技術専門校及

び関西職業能力開発促進センターにおける訓練校説明会、オープンキャンパス等を実施する。ま

た、ハローワークにおいても職業訓練実施機関による訓練校説明会を積極的に開催する。 

（３）わかものハローワーク利用者等に対し、訓練校見学会・事業所見学会等を周知し、若者の職種

志向の転換を図る。また、マザーズハローワーク・ハローワーク内マザーズコーナーにおいて、

託児サービス付き訓練や短時間訓練コースの説明会を開催する。 

（４）ハローワークにおいて、企業における在職者訓練の活用促進が確実に図られるよう、積極的な

周知広報を行う。 

 

４ 地域におけるリスキリングの推進に関する事業 

地域に必要な人材を確保するため、経営者等の意識改革・理解促進や、従業員（在職者）の理解

促進、リスキリング実施の支援など、地方財政措置を活用してリスキリングの推進に資する事業を

実施することができる。 

なお、具体的な事業の実施に当たっては、大阪府地域職業能力開発促進協議会において報告する。 

 

５ 職業訓練の効果的な実施のための取組 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループにより得えられた、デジタル分野についての次の検証

結果に留意して訓練効果を向上させるよう取り組む。 

企業が求める人材として、ＩＴに関する基礎知識、ＩＴ業界に対する理解、学習意欲、コミュニ

ケーション能力、であることを確認できたが、ＩＴ業界に対する理解及びコミュニケーション能

力については、訓練修了者と訓練未受講者を比較しても企業の評価の違いは確認できなかった。 

このため、デジタル分野の訓練を実施する機関に対し、申請の説明会や巡回訪問等のあらゆる機

会を捉えて、ＩＴ業界に対する理解及びコミュニケーション能力の促進や向上への取組を依頼す

る。 

 

６ デジタルリテラシーの向上への取組 

   離職者に対する公的職業訓練のうち、委託訓練及び求職者支援訓練については、全ての労働人口

がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるようにすることが重要であるとさ

れていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、ＤＸリテラシー標準に沿ったデジ

タルリテラシーの向上を図る。 

 

７ 大阪・関西万博関連で就業する非正規雇用労働者への取組 

   大阪・関西万博の終了後に、職業能力開発の機会を重点的に確保・提供するため、大阪労働局、

大阪府及び（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構大阪支部が一体となり、訓練体験や訓練関連職

種の魅力や働きがいと就職後の処遇やキャリア像の情報提供の場として、大規模訓練説明会を実施

する。 
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令和６年度計画からの主な変更点 

【資料２－（２）】 
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令和６年度計画からの主な変更点（日付や数値の更新及び軽微な修正は除く） 

 
１ 第１の１について 
 全国職業訓練実施計画に合わせるよう変更（具体的には、また書きを追加し、大阪府下の公的職業訓
練の実施主体の記載を削除） 
 
２ 第２の１について 
 全国職業訓練実施計画と内容と合わせた（具体的には、デジタル・トランスフォーメーションやグリ
ーン・トランスフォーメーションを追加）。 

また、就職氷河期世代の記載を中高年世代に変更（就職氷河期世代を含む不安定な就労を繰り返し就
職に支援が必要な中高年世代を「中高年世代」と定義して呼称を変更） 
 
３ 第３について 
 大阪・関西万博の記載と、就職氷河期世代の記載を変更（前者は未来形から現在形に、後者は中高年
世代と呼称を変更） 
 
４ 第４の１の（３）について 
 全国職業訓練実施計画を踏まえ、実践コース全体のうち、デジタル分野と介護医療福祉分野を追記 
 実践コースの地域ニーズ枠であった若者正社員育成コースを削除 
 １認定単位期間に申請できるコース数の上限を３コースに変更（令和６年度は２コースが上限） 
 
５ 第５の１について 
 訓練修了者歓迎求人等の確保の推進及び事業主等への訓練効果の周知による、就職機会の拡大を追記 
 
６ 第５の２について 
 ハローワーク職員向けに訓練実施機関による説明会等の開催を追記 
 
７ 第５の５について 
 第１回の協議会を踏まえた内容で追記（具体的には、デジタル分野の訓練を実施する機関に対し、あ
らゆる機会に、ＩＴ業界に対する理解及びコミュニケーション能力の促進や向上への取組を依頼する）。 
 
８ 第５の６について 
 委託訓練と支援訓練について、全ての分野の訓練コースでのデジタルリテラシーの習得を追記。 
 
９ 第５の７について 
 中高年世代支援の委託事業を活用して、大阪・関西万博での就業者を含む非正規雇用労働者及び離転
職者を対象とした、訓練体験と訓練修了後の就職イメージを具体的に描ける、大規模訓練校説明会の実
施を追記。 
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令和７年度 大阪府公的職業訓練効果検証

ワーキンググループの具体的な進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料３】 
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公
的
職
業
訓
練
効
果
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

■
目
的

地
域
の
人
材
育
成
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
、
訓
練
コ
ー
ス
の
内
容
が
ニ
ー
ズ
に
即
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
、

訓
練
効
果
等
が
上
が
っ
て
い
る
か
等
の
検
証
を
行
い
、
当
該
検
証
結
果
を
踏
ま
え
た
見
直
し
を
行
う
。

個
別
の
訓
練
コ
ー
ス
の

・
訓
練
修
了
者

・
採
用
企
業

・
訓
練
実
施
機
関

か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

訓
練
効
果
を
把
握
・
検
証

訓
練
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
等
の

改
善
を
図
る

1

■
構
成
員

大
阪
労
働
局
、

大
阪
府
、

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
大
阪
支
部

※
必
要
に
応
じ
て
、
大
阪
府
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
構
成
員
の
中
か
ら
任
意
の
者
を
追
加
で
き
る
。

■
令
和
７
年
度
の
進
め
方

R
7
年
3
月
4
日

R
7
年
4
～
6
月
頃

R
7
年
7
～
9
月
頃

R
7
年
1
0
月
頃

令
和
６
年
度
第
２
回
大
阪
府
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
で
検
証
対
象
と
な
る
訓
練
分
野
を
選
定

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
W
G
）
は
選
定
さ
れ
た
分
野
の
中
か
ら
訓
練
コ
ー
ス
を
３
コ
ー
ス
以
上
選
定
し
、
各
コ
ー

ス
の
対
象
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
対
象
：
訓
練
修
了
者
、
訓
練
修
了
者
の
採
用
企
業
、
訓
練
実
施
機
関
）

W
G
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
を
踏
ま
え
、
調
査
し
た
訓
練
コ
ー
ス
を
含
む
分
野
全
体
に
つ
い
て
「
訓
練
効
果
が
期
待

で
き
る
内
容
」
、
「
訓
練
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
改
善
す
べ
き
内
容
」
を
整
理

⇒
改
善
促
進
策
（
案
）
を
検
討

W
G
は
、
令
和
７
年
度
第
１
回
大
阪
府
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
に
改
善
促
進
策
（
案
）
を
報
告
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2

■
令
和
７
年
度
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
内
容
（
案
）

訓
練
修
了
者


訓
練
内
容
の
う
ち
、
就
職
後
に
役
に
立
っ
た

も
の


訓
練
内
容
の
う
ち
、
就
職
後
に
あ
ま
り
活
用

で
き
て
い
な
い
も
の


就
職
後
に
感
じ
た
、
訓
練
で
学
べ
た
ら
よ
り

良
か
っ
た
知
識
や
ス
キ
ル


訓
練
内
容
が
、
チ
ー
ム
で
働
く
た
め
に
必
要

な
ス
キ
ル
（
コ
ミ
ュ
力
、
傾
聴
力
、
協
調
性

な
ど
）
を
向
上
す
る
う
え
で
効
果
的
で
あ
っ

た
か
。


就
職
支
援
等
が
採
用
ミ
ス
マ
ッ
チ
防
止
に
資

す
る
も
の
で
あ
っ
た
か


実
際
に
働
い
て
感
じ
た
介
護
業
界
の
魅
力


そ
の
他
公
的
職
業
訓
練
へ
の
ご
意
見

採
用
企
業


採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
決
め
手
と
な
っ
た
こ

と


訓
練
内
容
の
う
ち
、
採
用
後
の
仕
事
で
役
に

立
っ
て
い
る
こ
と


訓
練
目
標
に
到
達
す
る
た
め
の
適
切
な
訓
練

内
容
、
訓
練
期
間


訓
練
で
、
よ
り
一
層
習
得
し
て
お
い
て
ほ
し

い
知
識
や
ス
キ
ル


訓
練
で
習
得
す
べ
き
デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ
シ
ー


採
用
す
る
に
あ
た
り
、
訓
練
未
受
講
者
と
比

較
し
て
訓
練
修
了
者
に
期
待
す
る
こ
と


そ
の
他
公
的
職
業
訓
練
へ
の
ご
意
見


訓
練
実
施
及
び
募
集
に
あ
た
っ
て
工
夫
し
て
い

る
点


チ
ー
ム
で
働
く
た
め
に
必
要
な
ス
キ
ル
（
コ

ミ
ュ
力
、
傾
聴
力
、
協
調
性
な
ど
）
を
高
め
る

た
め
の
取
り
組
み


受
講
生
の
就
労
意
欲
を
高
め
る
た
め
に
行
っ
て

い
る
取
り
組
み


採
用
ミ
ス
マ
ッ
チ
防
止
の
た
め
に
行
っ
て
い
る

取
組


キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
の
実
施
状
況


デ
ジ
タ
ル
リ
テ
ラ
シ
ー
を
含
む
訓
練
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
取
組
状
況


訓
練
実
施
に
あ
た
っ
て
国
へ
の
要
望

訓
練
実
施
機
関

■
令
和
７
年
度
の
検
証
対
象
分
野
（
案
）

介
護
分
野


少
子
高
齢
化
の
進
展
に
よ
り
介
護
人
材
は
慢
性
的
な
人
材
不
足
に
あ
り
、
2
0
2
6
年
に
は
2
4
,2
9
4
人
、
2
0
4
0
年
に
は
6
1
,8
7
8
人
の

人
材
が
不
足
す
る
と
推
計
（
※
）
さ
れ
て
い
る
。

※
出
典
：
大
阪
府
高
齢
者
計
画
2
0
2
4


限
ら
れ
た
労
働
力
の
中
か
ら
、
介
護
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
で
き
る
質
の
高
い
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
う
え
で
、
公
的
職

業
訓
練
に
対
す
る
期
待
度
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
訓
練
コ
ー
ス
の
内
容
が
ニ
ー
ズ
に
即
し
て
い
る
か
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め

（
選
定
理
由
）
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【資料４-（１）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度概算要求の概要 
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２
 事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

１
 事
業
の
目
的

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金
の
創
設

令
和
７
年
度
概
算
要
求
額

79
億
円
（
－
億
円
）
※（
）内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

職
業
安
定
局
雇
用
保
険
課

（
内
線

51
38
、

57
57
）

労
働
者
の
主
体
的
な
能
力
開
発
を
よ
り
一
層
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
労
働
者
が
生
活
費
等
へ
の
不
安
な
く
教
育
訓
練
に
専
念
で
き
る
よ
う
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
が
自
発
的
に
、
教
育
訓
練
を
受
け
る
た
め
の
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
に
、
基
本
手
当
に
相
当
す
る
給
付
と
し
て
、
賃
金

の
一
定
割
合
を
支
給
す
る
給
付
を
創
設
す
る
。

事
業
の
概
要

名
称

教
育
訓
練
休
暇
給
付
金

対
象
者

雇
用
保
険
被
保
険
者

支
給
要
件

・
教
育
訓
練
の
た
め
の
休
暇
（
無
給
）
を
取

得
す
る
こ
と

・
休
暇
開
始
前
２
年
間
に
み
な
し
被
保
険
者

期
間
が

12
か
月
以
上
あ
る
こ
と

・
算
定
基
礎
期
間
が
５
年
以
上
あ
る
こ
と

給
付
内
容

・
離
職
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
基
本
手
当

の
額
と
同
じ

・
給
付
日
数
は
、
算
定
基
礎
期
間
に
応
じ
て

90
日
、

12
0日
、

15
0日
の
い
ず
れ
か

国
庫
負
担

給
付
に
要
す
る
費
用
の

1/
4又
は

1/
40
（
基

本
手
当
と
同
じ
）

 

ス
キ
ー
ム

被
保
険
者

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

事
業
主

訓
練
機
関
等

①
休
暇
の

申
請

②
休
暇
の

付
与

④
休
暇
前
賃
金
の
届
出
、

受
給
資
格
確
認

③
教
育
訓
練

の
受
講

⑤
受
給
資
格
確
認
通
知

（
事
業
主
経
由
）

⑥
支
給
申
請

⑦
支
給

労
働
特
会

子
子
特
会
一
般
会
計

労
災

雇
用

徴
収

育
休

3
9
/ 4

0
1
/ 4

0 5
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２
 事
業
の
概
要
・
ス
キ
ー
ム
・
実
施
主
体
等

雇
用
保
険
被
保
険
者
以
外
の
者
が
、
生
活
費
等
へ
の
不
安
な
く
教
育
訓
練
に
専
念
し
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
等
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
こ
れ
ら
の
者
が
自
ら
選
択
し
た
教
育
訓
練
を
受
け
る
に
当
た
っ
て
必
要
と
な
る
費
用
を
融
資
す
る
制
度
を
創
設
す
る
。

教
育
訓
練
の
効
果
を
高
め
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
し
て
、
教
育
訓
練
受
講
後
に
賃
金
が
上
昇
し
た
場
合
に
は
、
残
債
務
の
一
部
を
免
除

す
る
こ
と
と
す
る
。

１
 事
業
の
目
的教
育
訓
練
期
間
中
の
生
活
を
支
え
る
た
め
の
融
資
制
度
の
創
設

令
和
７
年
度
概
算
要
求
額

5.
1億

円
（
－
億
円
）
※（
）内
は
前
年
度
当
初
予
算
額

職
業
安
定
局
総
務
課
訓
練
受
講
支
援
室

（
内
線

53
36
、

52
73
）

事
業
の
概
要

対
象
者

雇
用
保
険
被
保
険
者
以
外
の
者

(雇
用
保
険
の
適
用
が
な
い
雇
用
労
働
者

や
離
職
者
、
雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
指
す

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど

)

融
資
対
象

教
育
訓
練
費
用
及
び
生
活
費

融
資
内
容

(調
整
中

)
貸
付
上
限
：

24
0万
円

/年
(最
大
２
年
間

)
利
率
：
年
２
％

イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
措
置
教
育
訓
練
修
了
後
に
賃
金
が
上
昇
し
た
場

合
、
残
債
務
の
一
部
を
免
除

①
職
業
訓
練
の
相
談

④
訓
練
の
実
施

厚
生
労
働
省

信
用
保
証

機
関

⑥
補
助
金

金
融
機
関

⑤
債
務
保
証

④
融
資

②
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

求
職
者

③
融
資
申
込

（
返
済
）

ス
キ
ー
ム

訓
練
機
関

債
権
が
回
収
不
能
・
免
除

と
な
っ
た
場
合

労
働
特
会

子
子
特
会
一
般
会
計

労
災

雇
用

徴
収

育
休

¾
¼

7
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【資料４－（２）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリア形成・リスキリング推進事業 
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大阪労働市場ニュース（令和６年１２月分） 

【参考資料１】 
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「現下の雇用失業情勢は、改善の動きが弱まっている。」 

 

○有効求人倍率（季節調整値）の状況 

・有効求人倍率（季節調整値）1.24倍 前月より 0.01ポイント上昇（4か月連続の上昇） 

・有効求人数（季節調整値）198,960人 前月より 0.8%増加（4か月連続の増加） 

・有効求職者数（季節調整値）160,095人 前月より 0.6%減少（2か月ぶりの減少） 

 

・就業地別有効求人倍率（季節調整値）1.08倍 前月より 0.01ポイント上昇 
  ※公表値としては、集計開始以降、継続的に「受理地別」（求人票を受理したハローワークの所在地で求人数を集計）を使用。 

「就業地別」は、求人票に記載された就業場所をもとに、実際に就業する就業地で求人数を集計し、算出したもの。 

 

○新規求人・求職の状況 

・新規求人倍率（季節調整値）2.73倍 前月より 0.15ポイント上昇（2か月連続の上昇） 

・新規求人数 （季節調整値）69,313人 前月より 5.4%増加（2か月連続の増加） 

・新規求職申込件数（季節調整値）25,365件 前月より 0.5%減少（3か月連続の減少）  

【近畿】有効求人倍率（季節調整値）1.16倍 前月より 0.01ポイント上昇（2か月ぶりの上昇） 

【全国】有効求人倍率（季節調整値）1.25倍 前月と同倍率 

Press Release 

大阪労働局発表 
令和７年１月３０日（木） 

【令和６年（１月～１２月）・大阪】 

・有効求人倍率（原数値）1.21倍 前年より 0.09ポイント低下（3年ぶりの低下）  

・有効求人数（原数値･月平均）196,178人 前年より 6.4%減少（3年ぶりの減少)  

・有効求職者数（原数値･月平均）162,518人 前年より 0.5%増加（2年ぶりの増加)  

・就業地別有効求人倍率（原数値）1.05倍 前年より 0.05ポイント低下（3年ぶりの低下）    

・新規求人数（原数値･年計） 807,897人 前年より 6.4%減少（4年ぶりの減少)  

・新規求職申込件数（原数値･年計） 312,444人 前年より 2.3%減少（3年連続の減少)  

【照会先】 
大阪労働局職業安定部職業安定課 
（直通電話）０６（４７９０）６３００ 

大阪労働市場ニュース（令和６年１２月分） 

大阪労働市場ニュース（令和６年分） 
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全国職業訓練実施計画 

【参考資料２】 
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資料３－１ 

 

 

令和７年度 全国職業訓練実施計画（案） 

 

第１ 総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位

の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者

の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行

う必要がある。このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊

重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64 号。以

下「能開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下

「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15条の７第３項

の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」

という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法

律第 47 号。以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定

を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十

分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や訓練内容

等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）

の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、ハローワーク、

地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るも

のとする。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和７年４月１日から令和８年３月 31 日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

第２ 労働市場の動向、課題等 

１ 労働市場の動向と課題 

労働市場の動向をみると、足下の令和６年 11月現在では求人が底堅く推移しており、緩や

かに持ち直しているが、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。一方、生産年

齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、社会全体での有効な人材活用が必要となって

おり、そのためには、働く方々の意欲と能力に応じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好

循環を実現していくことが重要である。 

また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えている。こ
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うした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるよ

うな環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業

能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

加えて、デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以

下「DX 等」という。）の進展といった大きな変革を受けて、中小企業等の着実な事業展開、生

産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育成が求められている。あわせて、

企業規模等によっては DX等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するた

めには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の実現に資する公的職業訓練

や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機

会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」

（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足しているこ

とと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に計

画的に取り組むこととしている。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害者の

障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層の環境整備が求められるとともに、人

生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今後は雇入れ後のキャリア形成支援

を進めていく必要がある。また、障害者の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇用

施策と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発

を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。 

 

２ 直近の公的職業訓練をめぐる状況 

令和６年度の新規求職者は令和６年 11 月末現在で 2,982,603 人（前年同月比 98.5％）で

あり、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の数

は令和６年 11月末現在で 1,407,849 人（前年同月比 100.2％）であった。 

これに対し、令和６年 11月末現在の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりで

ある。 

＜令和６年４月～11 月＞ 

  離職者に対する公共職業訓練          70,958 人（前年同期比 96.2％） 

求職者支援訓練                      26,510 人（前年同期比 89.3％） 

在職者訓練                          59,242 人（前年同期比 105.1％） 

 

第３ 令和７年度の公的職業訓練の実施方針 

令和５年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

① 応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること 

・応募倍率は約 70％であり、引き続き改善の余地がある 

・就職率は比較的高水準で推移している 

② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「IT分野」「デザイン分野」）があること 
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 ・特に委託訓練におけるデザイン分野については、高応募倍率が大幅に解消・改善傾向

にある 

 ・両分野における就職率は 56～69％で比較的低調であり、引き続き改善の余地がある 

③ 委託訓練の計画数と実績は乖離していること 

 ・令和５年度も同様の傾向にある 

 ・同分野内でも訓練コースにより就職率に差が見られる 

④ デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在があること 

 ・訓練コースや定員数は全国的に増加傾向にあるが、依然として不足している 

 ・都市圏を除くデジタル分野の訓練コース及び定員数は増加傾向である 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和７年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施す

る。 

①については、引き続き、応募倍率の上昇に向け、求職者の介護分野等の仕事や訓練に関

する理解促進のため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コースの

内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。特に委託訓練については、開講時期の柔軟化、

受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加の

ための取組も併せて行う。 

②については、IT分野、デザイン分野とも、就職率の向上に向け、求人ニーズに即した効

果的な訓練内容かの検討も併せて行う。また、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コー

スを選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施施

設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求

人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができる

スキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

③については、引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期

間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組を行うほか、就職率に加えて訓

練関連職種の魅力や働きがい、就職した場合の処遇といった観点も踏まえた求職者の希望に

応じた受講あっせんの強化を図る。 

④については、引き続き、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定

の促進を図る。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数及び目標 

（国の施設内訓練） 

対象者数 23,000 人 

目標 就職率：82.5％ 

（委託訓練） 

対象者数 109,754 人 
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目標 就職率：75％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以

下の点を踏まえた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力開発の

機会の提供にあっては、都道府県又は市町村が能開法第 16 条第１項または第２項の

規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発施校を除く。）において実施する職

業訓練との役割分担を踏まえる。 

 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないものづくり分野にお

いて実施する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 委託訓練については、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技

術を利活用できるようにすることが重要であるとされていることから、全ての訓練分

野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT、WEB デザ

イン関連の資格取得を目指すコースの委託費の上乗せ措置（IT 分野のコースについ

て、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や企業実習を組み

込んだ訓練コースの委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（eラーニングコース）に

おけるパソコン等の貸与に要した経費を委託費の対象とする措置、DX 推進スキル標

準に対応した訓練コースの委託費の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推進す

る。 

 IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選択できる

よう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施施設による

事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求人

等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することがで

きるスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

 IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格な

ど）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明

確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロー
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ワークと連携した就職支援を実施する。 

 ものづくり分野については、DX 等に対応した職業訓練コースを充実させる。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗

せ措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練

見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 委託訓練については、計画数を踏まえ、十分な訓練機会の確保に努めるとともに、開

講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知

広報等、受講者数増加のための取組を行う。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（eラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所を出所した者、

定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に応じ

た職業訓練を実施する。 

 これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国家資

格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、

正社員就職に導くことができる充実した訓練の実施を推進する。 

 

（２） 求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

対象者数 46,006 人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限 62,175 人 

目標 雇用保険適用就職率：基礎コース 58％ 実践コース 63％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

     求職者支援訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以下の点を踏ま

えた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得する職業訓練（実

践コース）を設定することとし、全国の認定規模の割合は以下のとおりとする。 

基礎コース 訓練認定規模の 30％程度 

実践コース 訓練認定規模の 70％程度 

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、介護分

野 20％を下限の目安として設定する。 
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 地域ニーズ枠については、より安定した就職の実現に資するよう、各地域の状況や工

夫に応じて主体的に独自の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域を念頭に置いた訓

練等について、全ての都道府県の地域職業訓練実施計画で設定する。地域ニーズ枠の

設定に当たっては、公共職業訓練（離職者訓練）の訓練規模、分野及び時期も踏まえ

た上で、都道府県の認定規模の 20％以内で設定する。 

 新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。 

基礎コース 30％ 

実践コース 10％ 

※ 実践コースの新規参入枠については、地域職業能力開発促進協議会での

議論を踏まえ、地域の実情に応じて、上限値を 30％とした範囲内で設定す

ることが可能である。 

 新規参入枠については、地域において必ず設定することとするが、一の申請対象期間

における新規参入枠以外の設定数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、

当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内の新規

参入枠とすることも可能とする。 

 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから、実績枠については、求職

者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるよう

にすることが重要であるとされていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースに

おいて、デジタルリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

②  分野に応じた訓練コースの設定等 

 IT 分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT、WEB デザ

イン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置（IT 分野のコ

ースについて、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や、企

業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（eラーニングコー

ス）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置、DX 推進スキル標

準に対応した訓練コースの基本奨励金の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推進

する。 

 IT 分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者が自身の希望に沿った適切な訓練コースを選択できる

よう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や訓練実施施設による事

前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者歓迎求人等
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の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受講により習得することができ

るスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、就職機会の拡大を図る。 

 IT 分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格な

ど）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・明

確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロー

ワークと連携した就職支援を実施する。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励金支給

措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、訓練

見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

・ 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（eラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

２ 在職者に対する公共職業訓練等 

（１）対象者数 

公共職業訓練（在職者訓練） 65,000 人 

生産性向上支援訓練     51,500 人 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ 在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する高

度な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練であって、都道府県等又

は民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施する。 

・ ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専門的知

識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、DX 等に対応し

た職業訓練コースの開発・充実、訓練内容の見直し等を図る。 

・ 生産性向上人材育成支援センターにおいては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や

生産性向上に関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた適切な職業訓練のコ

ーディネート等の事業主支援を実施する。 

・ 訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主等に対し

て、受講者が習得した能力の職場での活用状況について確認する。 

・ 事業主等に対し、在職者訓練等の受講による従業員のスキル向上及び生産性向上等の訓練

効果を広く周知し、在職者訓練等の受講促進を図る。 
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３ 学卒者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

対象者数 5,800 人（専門課程 3,800 人、応用課程 1,900 人、普通課程 100 人） 

目標   就職率：95％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

・ 産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発大学校等において、理論と技

能・技術を結びつけた実学融合の教育訓練システムにより、最新の技能・技術に対応でき

る高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を養成する。特に、DX 等に対応した

職業訓練コースを充実する。 

・ 学卒者のみならず、社会人の入校促進を図る。 

 

４ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

  （施設内訓練） 

対象者数 2,930 人 

目標 就職率：70％ 

（委託訓練） 

対象者数 3,380 人 

目標 就職率：55％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 障害者職業能力開発校においては、一般の職業能力開発校等では受入れが困難な職業訓

練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等に

応じた公共職業訓練を一層推進する。 

 都道府県が一般の職業能力開発校において、精神保健福祉士等の配置、障害者に対する

職業訓練技法等の普及を推進することにより、精神障害者等を受け入れるための体制整

備に努める。 

 障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースの設

定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の

確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託

先の新規開拓に取り組む。障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コース等において、

障害を補うための職業訓練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や

就職した場合の経費の追加支給を活用するなど、訓練内容や就職支援の充実を図りなが

ら、引き続き推進する。なお、令和６年度より障害者委託訓練における PDCA 評価を試

行的に実施しているところ、当該評価を基に訓練を計画すること。 

 障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの見直しを実施する。 

 ハローワーク等との連携の下、在職する障害者の職業能力の開発及び向上を図るための

在職者訓練の設定・周知等に努める。 
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 定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析

を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練の受講者に対し、ハ

ローワーク等との連携強化の下、訓練の開始時から計画的な就職支援を実施する。 

 令和７年１月に立ち上げた障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会において取

りまとめがなされた際には、その内容にも留意しつつ、取組を推進する。 
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 資料３－２ 

 

令和７年度全国職業訓練実施計画（案）における令和６年度からの主な変更点 

※[]内は昨年度計画の数字 

第３ 令和７年度の公的職業訓練の実施方針 

  ② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「IT分野」「デザイン分野」）があること 

 ・既存の取組に加え、 

 「事業主等に対して、訓練受講により習得することができるスキル等の訓練効果を広く周知すること

などにより、就職機会の拡大を図る」新規の取組を明記。 

 

③ 委託訓練の計画数と実績は乖離していること 

・既存の取組に加え、 

「就職率に加えて訓練関連職種の魅力や働きがい、就職した場合の処遇といった観点も踏まえた求職

者の希望に応じた受講あっせんの強化を図る」新規の取組を明記。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等  

１ 離職者に対する公的職業訓練  

（１）離職者に対する公共職業訓練  

ア 対象者数及び目標  

（委託訓練） 対象者数 109,754[118,599]人  

（２）求職者支援訓練  

ア 対象者数及び目標  

対象者数 46,006[48,261]人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限 62,175[64,348]人  

 

２ 在職者に対する公共職業訓練等  

（１）対象者数   生産性向上支援訓練 51,500[48,500]人  

（２）職業訓練の内容等 

 ・既存の取組に加え、 

 「事業主等に対し、在職者訓練等の受講による従業員のスキル向上及び生産性向上等の訓練効果を広

く周知し、在職者訓練等の受講促進を図る」新規の取組を明記。 

 

３ 学卒者等に対する公共職業訓練  

（１）対象者数及び目標  

対象者数 5,800人（専門課程3,800[3,900]人、応用課程1,900[1,800]人、普通課程100人）  

（２）職業訓練の内容等 

・既存の取組に加え、「学卒者のみならず、社会人の入校促進を図る」取組を明記。 

 

４ 障害者等に対する公共職業訓練   

（２）職業訓練の内容  

・既存の取組に加え、 

 「令和６年度より障害者委託訓練における PDCA 評価を試行的に実施しているところ、当該評価を基

に訓練を計画すること」新規の取組を明記。 

 ・このほか、「令和７年１月に立ち上げた障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会において取

りまとめがなされた際には、その内容にも留意しつつ、取組を推進する。」を明記。 
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